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別 紙 

令和 7年度行政監査結果報告における 

 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 

定期監査の結果、依然として在庁時間と超過勤務時間の乖離が多くみられた。そ

の乖離が 30 分以上の理由で「書類の整理」「業務の片づけ」「仕事の整理」「残務

処理」などが多くみられ、この理由であれば勤務であり、超過勤務時間に含める

ことが適切といえる。また、「私用」「雑談」「休憩」の理由も多くみられ、仕事で

なければ速やかに退庁すべきである。 

また、時間外（休日）勤務状況書の「時間外勤務時間と記録された退庁時刻との

間に 30 分以上の差がある場合の理由」の記載例に「書類作成作業を終え勤務自

体は終了していたが、同僚と一緒に喫煙やコーヒーを飲むなど休憩していたとこ

ろ、退庁時刻を記録するのが遅れたため。」と書かれており、適切な例文とはい

えない。 

 記録の修正や記録漏れが頻繁に行われていれば、正確な勤務時間と在庁時間の

乖離が把握できない。長時間労働やこれに起因する職員の心身の故障を是正・防

止しつつ、適正な公務能率を確保するためには、前提として、IC カードでの記録

など、客観的な方法により職員の勤務時間を適切に把握することが重要である。 

課長会において、人事秘書課長から各課の所属長へ（イ）の要請をしているが、

依然として改善されていない。勤務終了後は速やかに退庁し、出退勤記録の頻繁

な修正及び打刻漏れがなくなるよう、所属長及び職員に指導を徹底されたい。 

 なお、業務を継続していたのにもかかわらず、業務終了前の時間に打刻したり

修正をすることがあるのならば是正するよう指導されたい。 

 

 

 

 

 



上記の指摘事項に対する措置状況等 

対 象 課 人事秘書課 

 

原因・理由・背景 

などの事情説明 

令和 7年 6月 26 日の行政監査において、出退勤記録

の管理に関する指摘を受けました。 

この指摘を受け、令和７年７月 17 日の課長会及びメ

ールを通じて職員へ周知を行い、時間外（休日）勤務

状況等報告書の作成については一定の改善が図られた

ものと認識しております。 

しかしながら、今回の監査において改めて以下の点

について指摘を受けました。 

一点目は、時間外勤務状況報告書の記載例文として

「同僚と喫煙やコーヒーを飲むなど休憩していたとこ

ろ退庁時刻の記録が遅れた」との表現を使用していた

ことが、業務外の行為であれば速やかに退庁すべきと

の観点から不適切であるとのご指摘です。 

二点目は、在庁時間と超過勤務時間の乖離理由とし

て「書類の整理」「残務処理」等の記載が見られ、こ

れらは業務に該当するにもかかわらず超過勤務時間に

含まれていなかった可能性があるとのご指摘です。 

これらについて、所属長への確認・指導が十分に行

き渡っていなかったものと認識しております。 

なお、「業務終了後は速やかに退庁すべき」とのご

指摘については、基本的な方針として異論はございま

せん。一方で、職員が自家用車等により帰宅する場

合、道路交通法上の安全運転義務の観点から、疲労回

復や体調の回復のための短時間の休息を一律に否定す

ることは、必ずしも適切ではないと考えます。職員の

体力・体調には個人差があり、また一時的な体調不良

への対応が必要となる場合もございます。こうした個

別の事情については、所属長が職員の状況を踏まえた

うえで適切に判断する運用が現実的であると考えま

す。 

また、他課の「事前調査報告書意見及び質問」の

「時間外（休日）勤務状況報告書」の項目指摘におい

て、特定の職員の体調に起因する個別事案が記載され

ていた点につきましては、当該職員の個人情報保護及

びプライバシーへの配慮の観点から、記載の要否・粒



度について慎重なご検討をいただけますと幸いです。

監査の目的は職場環境の適正化にあると承知しており

ますが、個々の職員の尊厳に関わる事案の取り扱いに

ついては、引き続きご配慮を賜りますようお願い申し

上げます。 

措
置
の
状
況 

いつ 

（いつまでに） 

令和８年３月 19 日 

誰が 

（どこが） 

人事秘書課長が各課所属長へ（課長会を通じて） 

何を 

（どこを） 

①時間外（休日）勤務状況報告書の記載例文の取扱い

の整理  

②在庁時間と超過勤務時間の乖離理由の適正な取扱い

の周知  

③所属長による勤務時間管理の徹底 

 

どのように 

措置（改善） 

した（する） 

⑴ 時間外（休日）勤務状況報告書の記載例文の取扱い

の整理 

「同僚と喫煙やコーヒーを飲むなど休憩していた」

との記載例文については、業務終了後の短時間の休息

という実態を記載したものであり、直ちに不適切とは

言い難い面もあります。しかしながら、今後の運用に

おいては、業務外の行為による在庁は速やかな退庁を

原則とする観点から、当該例文の取扱いを含め、より

適切な記載となるよう努めることとします。 

⑵ 在庁時間と超過勤務時間の乖離理由の適正な取扱い

の周知 

令和８年３月 19 日の課長会において、人事秘書課長

から全所属長に対し、「書類の整理」「残務処理」等の

理由は業務に該当するため超過勤務時間に算入するこ

と、「私用」「雑談」等の業務外理由による在庁は業務

終了後速やかに退庁するよう所属職員を指導されたい

旨を周知しました。 

⑶ 所属長による勤務時間管理の徹底 

毎月の時間外勤務報告の際に、課員の出退勤記録表

の確認を所属長が実施するよう、再度、周知をしまし

た。また、出退勤記録の修正及び打刻漏れが生じない

よう、所属長から日頃より職員へ声掛けするよう依頼



しました。 

情
報
の
共
有 

 

措置状況に関する

課内周知 

上記⑵の課長会での周知内容について、各所属長から

所属職員へ展開するよう依頼しました。 

 


